
 

宮園小学校への支援学校分校設置に関する方針の見直しについて 

令和６年１１月 

堺市教育委員会 

 

１ 宮園小学校への支援学校分校設置に関するこれまでの経過 

 ○令和５年４月 

   百舌鳥支援学校及び上神谷支援学校の狭隘化解消のため、宮園小学校敷地一部に支援 

学校分校を設置する方針を決定 

 ○令和５年６月 

   宮園小学校敷地一部に支援学校分校を設置する方針について、議会議員や宮園小学校 

の地元自治会等に説明 

 ○令和６年２月～３月 

   宮園小学校、百舌鳥支援学校、上神谷支援学校の保護者の皆様に説明会開催 

（堺市教育委員会からの説明要旨） 

    ・百舌鳥支援学校及び上神谷支援学校の狭隘化の解消を目的として、令和８年４月 

に宮園分校を設置予定。 

    ・宮園分校の対象校区は、分校の定員数を踏まえ、大阪府立西浦支援学校高等部に 

     進学する北区の一部（金岡北中、八下中、金岡南中、五箇荘中、大泉中校区） 

     及び美原区に居住する児童生徒。 

    ・宮園分校の対象校区の児童生徒のうち、令和８年度の中学３年生及び小学６年生 

     に限り既に通学している支援学校への通学も可能。 

 

２ 分校の区割り及び分校に受け入れる児童生徒の見直しについて 

  様々な特性等を有する児童生徒にとっての転籍による環境変化等の影響、また、そのこ

とを危惧される保護者の皆様のご意見・ご要望を踏まえ、併せて支援学校高等部への進学

を見据えたものとするため、次のとおり、分校の区割り及び分校への転籍についての提案

内容を見直します。 

○分校の区割り及び分校への転籍についての提案内容の見直し案 

区分 当初提案 見直し案 

分校の 

区割り 

・北区の一部（金岡北中、八下中、 

金岡南中、五箇荘中、大泉中校区） 

・美原区 

・北区の一部（金岡北中、八下中、 

金岡南中、五箇荘中、大泉中校区） 

・美原区 

・東区 

分校に受

け入れる

児童生徒 

・分校の区割りに居住する児童生徒 

（R8.4現在、「中 3」と「小 6」の 

児童生徒を除く。） 

・分校の区割りに居住する児童生徒 

ただし、分校転籍による環境変化等の

影響が危惧される児童生徒は、既に通

学している支援学校への通学も可能 

※上表のほか、宮園小学校区を包含している深井中学校区で上神谷支援学校に通学している

児童生徒のうち、分校への転籍を希望する方は、分校への転籍が可能（当初提案どおり） 
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３ 支援学校分校の位置付け・名称（案）について 

宮園小学校に併設する支援学校分校については、次の理由から、百舌鳥支援学校の分校

に位置付け、名称を「百舌鳥支援学校宮園分校」とします。 

  ・支援学校分校は既存の教育施設を活用することから、上神谷支援学校よりも百舌鳥支

援学校の施設・設備の規模に近しく、施設管理面、学校運営面について百舌鳥支援学

校が参考になる。 

・教育カリキュラム等について、施設規模が類似している百舌鳥支援学校をベースにす

ることが適当である。 

・本校と分校との緊密な連携を見据えると、本校と分校が、物理的に距離が近いほうが

望ましい。 

なお、既に旭中学校内に存する百舌鳥支援学校分校（重度重複障害・肢体不自由者対象）

については、名称を「百舌鳥支援学校旭分校」に変更します。 

 

４ 今後のスケジュール（見込） 

○令和 6年１０月中旬  百舌鳥支援学校、上神谷支援学校保護者説明会を実施 

○令和 6年 10月下旬  宮園小学校保護者説明会を実施 

○令和 6年 11月中旬  支援学校保護者に対して宮園分校への転籍の意向を確認（※） 

  ※事前確認であり、最終的な意向確認は、令和 7年度に行う予定です。 

○令和７年春      百舌鳥支援学校宮園分校の施設整備工事着手 

○令和８年２月末    百舌鳥支援学校宮園分校の施設整備工事完了 

○令和８年４月     百舌鳥支援学校宮園分校開校 


